
介護保険施設における口腔衛生管理プログラム 

流れ 実施内容 ◆ご施設様に行って頂く主な内容◆       解説（赤字は使用書式） 

 

 

A) ご施設での口腔ケア実地の現状を把握するためにアンケート用紙にお答えいただきます。 

B) マネジメント計画を立案するにあたり、アセスメントを取ります。施設様にはアセスメント用紙の項目

①～⑪を埋めて頂きます。（口腔ケアマネジメント計画書作成ののための事前把握） 

C) ご入所者のご家族様に無料歯科健診の通知をさせて頂きます。案内分の書式は人数分全てこちら

でご用意いたします。 

D) アセスメント用紙の専門的な項目⑫～⑮については、当院にてご入所者全員を対象に無料歯科健

診を実施した上で、歯科医師が評価致します。 

また、健診の結果は健診結果書をご家族にご郵送し、同封書類にて訪問歯科診療のご案内もさせ

て頂きます。 

E) 上記アセスメントの集計を取り、口腔ケアマネジメント計画書の集計欄に記載します。 

F) 口腔ケアマネジメント計画書の内容についてはアセスメントの結果を踏まえ当院で作成致します。 

G) 健診結果により、受診を希望なさる方を対象に訪問診療を開始いたします。その際、別紙“問診票

兼同意書”をご記入頂きます。訪問診療は毎週同じ曜日に定期的に伺い、診療リストを前日までに

ＦＡＸさせて頂きます。フロアごとに診療記録ファイルをご用意致しますので、毎回の診療内容報告

書はいつでも閲覧して頂けます。 

 

※ ）毎月 1回、診療前、もしくは後にお時間を頂き、口腔ケアに係る指導を致します。指導を受けて頂

く方の職種は問わず、毎回違う方でも結構です。ここまで行えば、口腔衛生管理体制加算の算定が可

能です。 

 

H) アセスメントの結果、高リスクの（特に訪問診療を受けておられない）方をピックアップし、同意の下、

毎週歯科衛生士による口腔ケアを行い、口腔ケアの内容は実地録に残します。 

 

※ ）月4回以上の口腔ケアを受けられた方には口腔衛生管理加算を算定して頂けます。但し、当該加

算は同月内に医療保険の訪問歯科衛生指導料との同時算定が認められていない為、対象者の絞り込

みはご相談の上決めさせて頂きます。 

 

I) 口腔機能維持管理加算の対象者には、歯科衛生士が記録した実地録の写しをご本人（ご家族様）

に毎月末提供致します。 

J) 歯科医院による訪問診療のご負担金は毎月 10日ごろのご請求となり、請求方法は１患者様直接、 

２施設様立替 で選んで頂けます。またお支払い方法も、１現金集金、２振込、３引き落とし からお

選び頂けます。施設様立替払いの際は、患者別一覧表と個別請求書をお渡しし、併せて診療内容

報告書も同送させて頂きます。 

※ ）加算における、口腔ケアマネジメント計画書の見直しは 1年に１度、周期的に行います。 

K) 計画書見直しのために、施設様には再度個別アセスメント、及び当院による無料歯科健診も実施

し、専門的アセスメントも行います。再度、これらを集計し、口腔ケアマネジメント計画書の見直しを

行います。 

※）毎年、この集計結果が少しでも向上するよう、当院では口腔ケア教室の開催、その他様々な面から

のバックアップをさせて頂いております。 
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◆１年周期での定期評価、及び口腔ケアマネジメント計画書の見直し◆ 
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アンケート用紙をお渡しいたしますのでご

記入ください。 

無料歯科健診の実地にあたっての各書類は

全てこちらでご用意致します。ご家族への

ご郵送手続き等のみご協力下さい。 

マネジメント計画書の作成にあたり、ご入

所者個別ごとに簡単なアセスメントを取っ

て頂きます。 

月に一度、歯科医師又は歯科衛生士より口

腔ケアに関する指導を診療前か後に行い

ます。職種は問いませんので、どなたかに

代表して受けて頂きます。 

アセスメントの結果を踏まえて高リスク

の方をピックアップし、口腔衛生管理加算

対象者を決定致します 

この際、医療と介護の同時算定は不可のた

め、対象者の絞り込みはご相談のうえ、決

定させて頂きます。 

定期評価。計画書の見直しは年に一度させ

て頂きます。この際、個別アセスメントを

再度行って頂きます。 
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毎月のご負担金のご請求 
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毎月の事務処理 実地録を患者様へ提供 

 

◆上記の流れに沿って、定期診療・口腔ケアの継続◆ 

計画書の見直し・再評価 無料健診･ｱｾｽﾒﾝﾄ実地 

 

歯科衛生士が記録した実地録を毎月末、患

者様（ご家族様）にご提供下さい。 
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